
意見審議

（仮称）イオンタウン東浦和
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届出概要
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店 舗 名 称 （仮称）イオンタウン東浦和

設 置 者 イオンタウン株式会社 代表取締役 加藤 久誠

店 舗 所 在 地 さいたま市緑区東浦和一丁目１番６ほか

用 途 地 域 近隣商業地域

店 舗 面 積 １，６２８㎡

小 売 業 者 未定

営 業 時 間 午前９時００分～翌午前１時００分
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届 出 日 令和７年３月２８日

新 設 日 令和８年３月１日

縦覧及び意見書
提 出 期 間

令和７年４月１１日 ～ 令和７年８月１２日

説明会実施日 令和7年5月２3日（金）及び5月２4日（土）

届出概要



１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

➢駐車場について①

指針による配慮事項 関連する届出事項

収 容 台 数

合計２２台

内訳｜店 舗 西側 駐 車 場 ① 22台

※指針による必要台数(併設施設含む) 22台

形 式 ・ 発 券 ブ ー ス 自走式・発券ブース無し

出 入 口 の 数 ・ 位 置

２箇所

内訳｜出入口 ① → 店舗北側

出入口 ② → 店舗西側

4



１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

指針による配慮事項 関連する届出事項

入 庫 処 理 能 力

ピーク1時間あたり来店車両（想定） 合計23台

（内訳）

店舗北側 出入口① １７台／１時間

店舗西側 出入口① 6台／１時間

左 折 入 出 庫 の 徹 底 及 び
歩 行 者 等 の 安 全 確 保

・駐車場出入口に案内看板を設置する。

・オープン時及び繁忙期に営業時間帯の繁忙時を中心に交通整理

員を適宜配置し、誘導を行う

・西側からの来客自動車について、市道東浦和駅北通り線からの

右折入庫を避けるために、出入口No,2から入庫するよう誘導

・出入口No,1について、市道M-245号線からの直進入庫を防止

するためのポストコーンを設置

駐 車 待 ち ス ペ ー ス
店舗北側 出入口① 0ｍ ／ 店舗西側 出入口② 0ｍ

※指針による必要スペース ０ｍ 5

➢駐車場について②



１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

指針による配慮事項 関連する届出事項

自 転 車 収 容 台 数

合計197台

内訳｜店舗東側駐輪場 43台 ラック式

隔地駐車場  154台 平面式（予定）

 

※さいたま市自転車等駐輪場の附置に関する条例による

必要駐輪台数 １９７台

管 理 体 制

・従業員等が適宜巡回し整理を実施

・料金ラックによる管理

・駐輪場看板表示を設置
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➢駐輪場について



１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

指針による配慮事項 関連する届出事項

位 置 ・ 面 積 店舗西側 荷さばき施設 ６４．８４㎡

搬 入 車 両 専 用 出 入 口 無

搬 出 入 時 間 午前６時00分～午後１0時00分
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➢荷さばき施設について①



１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

指針による配慮事項 関連する届出事項

搬 出 入 車 両 台 数 ４３台／１日

ピ ー ク 時 間
午前6時、９時台

５台／１時間（内訳：４ｔ車 5台）

荷 さ ば き 処 理 時 間
ピーク時の延べ荷さばき処理時間が75分であるのに対し、
同時作業可能台数が2台であることから、
スムーズな対応が可能な見込み
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➢荷さばき施設について②



１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

調査地点 調査年月日

ピーク時間帯

上段：平日
下段：休日

交差点需要率
（現況→開店後）
上段：平日
下段：休日

No.1 交差点
（東浦和 北）

令和6年3月１日(月)
及び

令和6年3月３日(日)

1６時台 0.432 → 0.４3３

１５時台 0.473 → 0.４７4

No.２ 交差点
（（仮）東浦和駅 北）

1６時台 0.270 → 0.279

1５時台 0.278 → 0.287

N0.3 交差点
（東浦和駅前）

1６時台 0.263 → 0.270

1５時台
0.252 → 0.257

9一般的に交差点需要率が0.9以下であれば円滑な交通処理が可能であると考えられている。

➢来退店経路について



１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
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指針による配慮事項 関連する届出事項

歩 行 者 の 通 行 の 利 便 の 確 保 等
• 店舗出入口を複数設置する

• 敷地内に適切に証明を設置

廃 棄 物 減 量 化 及 び
リ サ イ ク ル に つ い て の 配 慮

• 社内マニュアルによる廃棄物の管理

• 輸送方法の工夫（リターナブルコンテンツ）等により、廃棄物
の削減

• 地域リサイクル拠点として、ゴミの回収ボックスの設置

防 災 ・ 防 犯 対 策 へ の 協 力

• 具体的な協力要請があった場合、可能な範囲で必要な協力
を行う

• 従業員等による定期的な巡回及び防犯カメラによる監視

• 警察機関と連携

➢その他について



２．騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止
のために配慮すべき事項

指針による配慮事項 関連する届出事項

一 般 的 対 策
• BGM等の屋外宣伝活動は行わない

• 設備機器は可能な限り保全対象建物から離して設置

小売店舗の営業活動におけ
る 騒 音 対 策

• 作業床を平滑仕上げにすることで、騒音の発生を抑制

• 搬出入車両はアイドリング禁止を徹底

付帯設備及び付帯施設等に
お け る 騒 音 対 策

• 駐車場内にアイドリング禁止等の看板を掲示
• 駐車場は、車路の段差がない構造とする
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開店時刻 ～ 閉店時刻 午前9時00分～翌午前1時00分

駐 車 場 利 用 可 能 時 間 帯 午前8時30分～翌午前１時3０分

荷 さ ば き 可 能 時 間 帯 午前６時00分～午後１０時00分

➢騒音問題の対策について



２．騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止
のために配慮すべき事項

予測地点 予測結果の評価

A

• すべての予測地点において、
昼間及び夜間の等価騒音レベルは環境基準値を下回る

B

C

D
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➢騒音の予測・評価について

①等価騒音レベルの予測



２．騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止
のために配慮すべき事項

予測地点 予測結果の評価

P１

• P１、P２において、施設の敷地境界線上で基準規制値を下回る結果となった

P2

13

➢騒音の予測・評価について

②夜間騒音の最大値の予測

予測
地点

再
予測
地点

再々
予測
地点 予測結果の評価

a a´ －
• ｂ地点においては、施設の敷地境界線上で基準規制値

を満足する結果となった
• a、ｃ、ｄにおいては、道路を挟んだ保全対象側の敷地

境界線上において再予測を実施（a´、c´、d´）
• 再予測の結果、a´地点においては、基準規制値を満足

する結果となった
• c´d´においては、道路を挟んだ保全対象側の直近住

居において再々予測を実施（c´´、d´´）
• すべての予測地点において、騒音レベルの最大値は規

制基準値を下回る

b － －

c － －

d c´
d´

c´´
d´´



２．騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止
のために配慮すべき事項
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指針による配慮事項 関連する届出事項

保 管 に つ い て

• 保管施設容量 店舗西側 ２４．６６㎥

• ＞ 必要保管容量１３．７３㎥

※廃棄物の種類別の必要保管容量についても満たしている

保 管 方 法 に つ い て
・ 保管施設は建物内に設置し、空調設備により温度管理を行う
・ グリストラップを定期的に清掃することで、悪臭の発生と拡散を防止

運 搬 ・ 処 理 に つ い て
• 廃棄物の回収は毎日実施
• 再利用が可能なものは、リサイクルルートで処理

➢廃棄物について



２．騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止
のために配慮すべき事項
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指針による配慮事項 関連する届出事項

緑 化 対 策
• さいたま市みどりの条例に基づき、敷地内に緑地を確保し、緑化の推

進に努める

景 観 へ の 配 慮 • さいたま市景観条例に基づき、周囲と調和した建物とする

高齢者・身障者への配慮
• さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例に基づき、点字ブ

ロック、避難誘導灯、店舗案内看板等を設置する
• ・バリアフリー新法に基づき、車椅子対応駐車場等を設置する

夜間照明・広告塔照明等の
計 画 と 光 害 対 策

• 周辺環境に配慮し、閉店後は速やかに消灯する

➢街並みづくり等への配慮について



令和７年 8月 27日 

 

関係各課意見に対する回答書 

 

さいたま市長 あて 

 

（建物設置者） 

名   称 イオンタウン株式会社         

代表者氏名 代表取締役 加藤 久誠      

住   所 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地 1 

 

 

「（仮称）イオンタウン東浦和」の大規模小売店舗立地法手続きについて、関係各課

より提出された意見照会に対して、下記のとおり回答いたします。 

 

記 

 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地  

名 称 （仮称）イオンタウン東浦和 

所在地 さいたま市緑区東浦和一丁目１番６ほか 

 

 

２ 意見に対する回答  

別紙１、別紙２、別紙３のとおり 

 

 

 

 



 

別紙１ 

関係課 意見 回答 

埼玉県警察本部

交通規制課 

図面３ 建物配置図について 

・ 市道Ｍ718号線に設置のラバーポール

について、中央線からはみ出さない

規格なのか確認すること。 

 

・ 万が一、ラバーポールが中央線から

はみ出すならば、ゼブラ導流帯の構

造を用いて、ゼブラ内の設置を検討

すること。 

・ 市道Ｍ245号線からの右折が困難な位

置であるか確認すること。 

 

・中央線からはみ出さない規格のもので

す。 

 

 

 

 

 

 

 

・現況の交通に影響がないよう市道 M-245

号線から右折し市道 M-280号線への動

線は可能です。ポストコーンは市道 M-

245号線から出入口№1へほぼ直進で入

庫できないような位置に配置していま

す。 

南部 

都市計画指導課 

・ さいたま市建築物駐車施設の附置等

に関する条例の規制台数を確保する

こと。 

 

・ さいたま市屋外広告物条例の基準を

確認し、許可が必要であれば申請す

ること。 

 

・ 駐車場法第２条第２号に規定する路

外駐車場に該当し、自動車の駐車の

用に供する部分の面積が 500 ㎡以上

の場合は、同法第 11条に規定する技

術的基準に適合させること。また、

駐車料金を徴収する場合は、同法に

基づく届出をすること 

・さいたま市建築物駐車施設の附置等に

関する条例の必要台数を確保します。 

 

 

・必要に応じ、さいたま市屋外広告物条

例の申請を行います。 

 

 

・自動車の駐車の用に供する部分の面積

は 500㎡未満であり適用外です。 

南部 

道路安全対策課 

・ 駐車場への入出庫について、左折入

出庫の周知徹底をお願いします。 

 

・ 市道 M-718号線に設置予定のラバー

ポールについて、今後増設を検討す

る場合は市と協議すること。 

 

・出入口付近に案内看板を設置する等に

より誘導を行う計画です。 

 

・市道 M-718号線に設置予定のポストコ

ーンについて、今後増設を検討する場

合は市と協議します。 

学事課 ・ 計画地が、尾間木中学校の通学路に

面しており、来退店経路が尾間木小

学校及び尾間木中学校の通学路にな

っています。届出書に従った来退店

及び搬出入がなされるよう交通整理

員へ十分な説明を行うとともに、来

客及び搬出入者に対して注意喚起を

行ってください。 

 

・開業時等の繁忙が予想されるときは誘

導員等を配置し、児童生徒に対する交

通安全に配慮する計画です。開業後

は、状況を見て必要に応じて誘導員等

の配置を検討し、児童生徒に対する交

通安全に努めます。 

 



関係課 意見 回答 

・ 交通整理員が不在の期間・時間帯に

おいても、必要に応じて要員を配置

するなどし、児童生徒の登下校の安

全確保には万全を期してください。 

緑区役所 

くらし応援室 

・ さいたま市自転車等駐輪場の附置に

関する条例に基づき提出されている

届出と整合性を取り、算出に必要な

書類を追加すること。また、計画し

ている料金ラックの仕様が分かる書

類を追加すること。 

 

 

 

 

・ 隔地駐輪場が分かる案内図・看板を

設置すること。 

 

・ 既設の交通安全施設（街路灯・道路

反射鏡）を図示し、移設・撤去・再

設置の有無を記載すること。また、

上記の実施がある場合は事前に協議

すること。 

・さいたま市自転車等駐輪場の附置に関

する条例に基づき提出されている届出

と整合性を取り、算出に必要な書類を

追加・修正します。また、計画してい

る料金ラックの仕様が分かる書類を追

加します。 

 ＜修正資料あり＞ 

 別紙２ 図面３ 建物配置図 

 別紙３ 届出書 P21、22 

 

・隔地駐輪場の案内図の設置を検討しま

す。 

 

・既設の交通安全施設の移設・撤去・再

設置の有無について確認し、協議を行

います。 
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道路反射鏡（残置）

電柱（残置）

道路反射鏡（残置）

電柱（撤去）

電柱（移設）

隔地駐輪場155台

（届出台数154台）
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